
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

７

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

11



- 1 -

○

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
没
者
等
の
遺
族
」
と
は
、
死
亡
し
た
者
の

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
没
者
等
の
遺
族
」
と
は
、
死
亡
し
た
者
の

死
亡
に
関
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

死
亡
に
関
し
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
遺
族
援
護
法
」
と
い
う

援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
遺
族
援
護
法
」
と

。
）
に
よ
る
弔
慰
金
（
以
下
「
弔
慰
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取

い
う
。
）
に
よ
る
弔
慰
金
（
以
下
「
弔
慰
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利

得
し
た
者
で
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
（
同
日
に

を
取
得
し
た
者
で
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
（
同

お
い
て
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
る
も
の

日
に
お
い
て
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
る

を
除
く
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に

る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

お
け
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規

一

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
遺
族
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
遺
族
」
と
い
う
。
）

定
す
る
遺
族
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
遺
族
」
と
い
う
。
）

以
外
の
者
と
婚
姻
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

以
外
の
者
と
婚
姻
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
入
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
配

に
入
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
配

偶
者
の
う
ち
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
括
弧
中
の
た
だ

偶
者
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
括
弧
中
の
た
だ
し
書
の

し
書
の
規
定
に
該
当
し
た
た
め
同
号
の
順
位
の
遺
族
と
し
て
弔
慰
金
を
受

規
定
に
該
当
し
た
た
め
同
号
の
順
位
の
遺
族
と
し
て
弔
慰
金
を
受
け
る
権

け
る
権
利
を
取
得
し
た
配
偶
者
（
遺
族
以
外
の
者
と
法
律
上
の
婚
姻
を
し

利
を
取
得
し
た
配
偶
者
（
遺
族
以
外
の
者
と
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
配
偶

た
配
偶
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
同
項
第
二
号
か

者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
同
項
第
二
号
か
ら
第
九

ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
が
あ
つ
た
も
の

号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
が
あ
つ
た
も
の

二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
後
令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
遺
族

二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
後
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
前
に

以
外
の
者
と
婚
姻
を
し
た
配
偶
者
（
死
亡
し
た
者
と
同
じ
氏
を
称
し
て
い

遺
族
以
外
の
者
と
婚
姻
を
し
た
配
偶
者
（
死
亡
し
た
者
と
同
じ
氏
を
称
し

た
配
偶
者
で
、
そ
の
氏
を
改
め
な
い
で
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
も
の
を
除

て
い
た
配
偶
者
で
、
そ
の
氏
を
改
め
な
い
で
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
も
の

く
。
）

を
除
く
。
）

２

（
略
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
弔
慰
金

を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
と
み
な
す
。
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一

死
亡
し
た
者
が
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後
に
死
亡
し
た
と
し
た
な

ら
ば
、
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
と
な
る
者

二

昭
和
六
年
九
月
十
八
日
か
ら
昭
和
十
二
年
七
月
六
日
ま
で
の
間
に
負
傷

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
者
が
同
月
七
日
以
後

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
と
し
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後

に
死
亡
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
弔
慰
金
（
遺
族
援
護
法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
（
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
と
な
る

者

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
を

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
を

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
七
年

じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十

四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の

二
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た

子
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取

者
の
子
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利

得
し
た
者
と
み
な
す
。

を
取
得
し
た
者
と
み
な
す
。

一

令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
日
本
の
国
籍

一

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
日
本
の

を
有
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関

国
籍
を
有
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親

係
が
終
了
し
て
い
る
と
き
。

族
関
係
が
終
了
し
て
い
る
と
き
。

二

（
略
）

二

配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

第
二
条
の
二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の

第
二
条
の
二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
当
該

し
た
者
の
子
が
な
か
つ
た
と
き
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い
て

死
亡
し
た
者
の
子
が
な
か
つ
た
と
き
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お

日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死
亡

い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該

し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
遺
族
援
護

死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
遺
族

法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、
孫
若
し
く
は
祖
父
母
又
は
遺
族

援
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、
孫
若
し
く
は
祖
父
母
又
は

援
護
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
兄
弟
姉
妹
（
死
亡
し
た
者

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
兄
弟
姉
妹
（
死
亡
し
た
者
の

の
死
亡
の
当
時
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お

死
亡
の
当
時
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お
い

い
て
次
の
各
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

て
次
の
各
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄

兄
弟
姉
妹
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

弟
姉
妹
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

一
～
四

（
略
）

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
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二

離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
る
者

三

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
縁
組
し
た
こ
と
に
よ
り
遺
族
以
外
の
者

の
養
子
と
な
つ
て
い
る
者

四

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
遺
族
以
外
の
者
と
婚
姻
（
氏
を
改
め
な

い
法
律
上
の
婚
姻
を
除
く
。
）
し
、
当
該
婚
姻
の
解
消
若
し
く
は
取
消
し

を
し
て
い
な
い
か
、
又
は
当
該
婚
姻
の
解
消
若
し
く
は
取
消
し
を
し
た
後

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
称
し
て
い
た
氏
に
復
し
て
い
な
い
者

２

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

２

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
な
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が

つ
た
場
合
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し

な
か
つ
た
場
合
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を

て
い
な
か
つ
た
場
合
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係

有
し
て
い
な
か
つ
た
場
合
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死
亡
し
た
者
と
の
親
族

が
終
了
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
同

関
係
が
終
了
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て

日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が
な

、
同
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者

か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、
孫

が
な
か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母

、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
、
同
日
に
お
い
て
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
、
同
日
に
お
い
て
前
項
第
一
号
又
は
第
二

該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
の
順
序

号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
の

に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
な
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の

な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者

遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第

等
の
遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五

一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外

条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹

の
三
親
等
内
の
親
族
（
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
ま
で
引
き
続
く
一
年
以
上

以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
（
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
ま
で
引
き
続
く
一
年

そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
共
に
し
て
い
た

以
上
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
共
に
し
て

者
（
死
亡
し
た
者
の
遺
族
援
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軍
人
軍
属
た

い
た
者
（
死
亡
し
た
者
の
遺
族
援
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軍
人
軍

る
こ
と
に
よ
る
勤
務
が
な
く
、
又
は
そ
の
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
準

属
た
る
こ
と
に
よ
る
勤
務
が
な
く
、
又
は
そ
の
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す

軍
属
と
な
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
こ
の
条
件
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
認
め

る
準
軍
属
と
な
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
こ
の
条
件
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と

ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お
い
て
第
一
項
第
一
号
又

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お
い
て
第
一
項
第
一

は
第
二
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
つ

号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を

た
者
、
そ
の
他
の
者
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な

行
つ
た
者
、
そ
の
他
の
者
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と

す
。

み
な
す
。



- 4 -

第
二
条
の
三

戦
没
者
等
の
遺
族
が
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
生
死
不
明

第
二
条
の
三

戦
没
者
等
の
遺
族
が
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
お
い
て
生
死

で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
以
後
引
き
続
き
二
年
以
上
生
死
不
明
の
場
合
に
お
い

不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
以
後
引
き
続
き
二
年
以
上
生
死
不
明
の
場
合
に

て
、
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
死
亡
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
戦
没
者
等
の

お
い
て
、
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
死
亡
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
戦
没
者

遺
族
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者
を

等
の
遺
族
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の
遺
族
と
な
る
べ
き
者
が
生
死
不
明
で
あ

る
場
合
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

（
特
別
弔
慰
金
の
支
給
）

（
特
別
弔
慰
金
の
支
給
）

第
三
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
は
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
死

第
三
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
は
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
死

亡
し
た
者
の
死
亡
に
関
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
戦
没
者

亡
し
た
者
の
死
亡
に
関
し
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
戦

等
の
遺
族
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
五
条
第
一

没
者
等
の
遺
族
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
五
条

項
第
二
号
に
規
定
す
る
扶
助
料
、
遺
族
援
護
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
扶
助
料
、
遺
族
援
護
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
援
護
法
に
よ
る
遺

一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
遺
族

族
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
権
利

年
金
又
は
遺
族
給
与
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を

を
有
す
る
場
合
又
は
他
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、
こ

有
す
る
場
合
又
は
他
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の

の
限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

（
特
別
弔
慰
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
）

（
特
別
弔
慰
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
）

第
五
条

特
別
弔
慰
金
の
額
は
、
死
亡
し
た
者
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
五
千
円

第
五
条

特
別
弔
慰
金
の
額
は
、
死
亡
し
た
者
一
人
に
つ
き
二
十
五
万
円
と
し

と
し
、
五
年
以
内
に
償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
つ
て
交
付
す
る
。

、
五
年
以
内
に
償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
つ
て
交
付
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必
要
な
金
額
を
限
度
と

し
て
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
は
、
無
利
子
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債

に
関
し
必
要
な
事
項
で
、
都
道
府
県
知
事
が
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
は
政
令
で
、
そ
の
他
の
も
の
は
財
務
省
令
で
定
め
る
。
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（
審
議
会
等
の
意
見
の
聴
取
）

第
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
別
弔
慰
金
に
関
す
る
処
分
又
は
そ
の
不
作
為

（
新
設
）

に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
審
議
会
等

（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定

す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
時
効
）

（
時
効
）

第
九
条

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
八
条

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
か
ら
三
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。

時
か
ら
三
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。

（
時
効
の
完
成
猶
予
及
び
更
新
）

（
時
効
の
完
成
猶
予
及
び
更
新
）

第
十
条

特
別
弔
慰
金
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
時
効
の
完

第
九
条

特
別
弔
慰
金
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
時
効
の
完

成
猶
予
及
び
更
新
に
つ
い
て
は
、
裁
判
上
の
請
求
と
み
な
す
。

成
猶
予
及
び
更
新
に
つ
い
て
は
、
裁
判
上
の
請
求
と
み
な
す
。

（
譲
渡
又
は
担
保
の
禁
止
）

（
譲
渡
又
は
担
保
の
禁
止
）

第
十
一
条

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る

第
十
条

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
こ

こ
と
が
で
き
な
い
。

と
が
で
き
な
い
。

（
差
押
え
の
禁
止
）

（
差
押
え
の
禁
止
）

第
十
二
条

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

第
十
一
条

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

債
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

債
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
非
課
税
）

（
非
課
税
）

第
十
三
条

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
特
別
弔
慰
金
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る

第
十
二
条

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
特
別
弔
慰
金
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

２

特
別
弔
慰
金
に
関
す
る
書
類
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
を
担

２

特
別
弔
慰
金
に
関
す
る
書
類
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
を
担

保
と
す
る
金
銭
の
貸
借
に
関
す
る
書
類
に
は
、
印
紙
税
を
課
さ
な
い
。

保
と
す
る
金
銭
の
貸
借
に
関
す
る
書
類
に
は
、
印
紙
税
を
課
さ
な
い
。

（
削
る
）

第
十
三
条

削
除
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（
国
債
の
償
還
金
の
返
還
の
免
除
）

（
国
債
の
償
還
金
の
返
還
の
免
除
）

第
十
四
条

死
亡
し
た
も
の
と
認
定
さ
れ
て
い
た
者
が
生
存
し
て
い
る
こ
と
が

第
十
三
条
の
二

死
亡
し
た
も
の
と
認
定
さ
れ
て
い
た
者
が
生
存
し
て
い
る
こ

判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
遺
族
と
認
定
さ
れ
て
い
た
者
に
第
五

と
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
遺
族
と
認
定
さ
れ
て
い
た
者
に

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の
償
還
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の
償
還
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、

生
存
の
事
実
が
判
明
し
た
日
ま
で
に
す
で
に
支
払
わ
れ
て
い
た
当
該
国
債
の

当
該
生
存
の
事
実
が
判
明
し
た
日
ま
で
に
す
で
に
支
払
わ
れ
て
い
た
当
該
国

償
還
金
は
、
国
庫
に
返
還
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

債
の
償
還
金
は
、
国
庫
に
返
還
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の

償
還
金
の
支
払
を
受
け
て
い
た
者
は
、
生
存
の
事
実
を
遅
滞
な
く
厚
生
労
働

償
還
金
の
支
払
を
受
け
て
い
た
者
は
、
生
存
の
事
実
を
遅
滞
な
く
厚
生
労
働

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

い
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
五
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

第
十
四
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
及
び
省
令
へ
の
委
任
）

（
政
令
及
び
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
六
条

こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
特
別
弔
慰

第
十
五
条

こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
特
別
弔
慰

金
に
係
る
請
求
、
申
請
又
は
届
出
の
経
由
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
政
令
で

金
に
係
る
請
求
、
申
請
又
は
届
出
の
経
由
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
政
令
で

、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
細

、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
細

則
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

則
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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○

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
没
者
等
の
遺
族
」
と
は
、
死
亡
し
た
者
の

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
没
者
等
の
遺
族
」
と
は
、
死
亡
し
た
者
の

死
亡
に
関
し
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

死
亡
に
関
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
遺
族
援
護
法
」
と
い

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
遺
族
援
護
法
」
と
い
う

う
。
）
に
よ
る
弔
慰
金
（
以
下
「
弔
慰
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を

。
）
に
よ
る
弔
慰
金
（
以
下
「
弔
慰
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取

取
得
し
た
者
で
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
（
同
日

得
し
た
者
で
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
（
同
日
に

に
お
い
て
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
る
も

お
い
て
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
る
も
の

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お

を
除
く
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け

け
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一

（
略
）

一

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
遺
族
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
遺
族
」
と
い
う
。
）

以
外
の
者
と
婚
姻
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
入
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
配

偶
者
の
う
ち
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
括
弧
中
の
た
だ

し
書
の
規
定
に
該
当
し
た
た
め
同
号
の
順
位
の
遺
族
と
し
て
弔
慰
金
を
受

け
る
権
利
を
取
得
し
た
配
偶
者
（
遺
族
以
外
の
者
と
法
律
上
の
婚
姻
を
し

た
配
偶
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
同
項
第
二
号
か

ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
が
あ
つ
た
も
の

二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
後
令
和
十
二
年
四
月
一
日
前
に
遺

二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
後
令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
遺
族

族
以
外
の
者
と
婚
姻
を
し
た
配
偶
者
（
死
亡
し
た
者
と
同
じ
氏
を
称
し
て

以
外
の
者
と
婚
姻
を
し
た
配
偶
者
（
死
亡
し
た
者
と
同
じ
氏
を
称
し
て
い

い
た
配
偶
者
で
、
そ
の
氏
を
改
め
な
い
で
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
も
の
を

た
配
偶
者
で
、
そ
の
氏
を
改
め
な
い
で
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
も
の
を
除

除
く
。
）

く
。
）

２

（
略
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
弔
慰
金

を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
と
み
な
す
。
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一

死
亡
し
た
者
が
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後
に
死
亡
し
た
と
し
た
な

ら
ば
、
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
と
な
る
者

二

昭
和
六
年
九
月
十
八
日
か
ら
昭
和
十
二
年
七
月
六
日
ま
で
の
間
に
負
傷

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
者
が
同
月
七
日
以
後

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
と
し
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後

に
死
亡
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
弔
慰
金
（
遺
族
援
護
法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
（
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
と
な
る

者

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
を

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
を

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
十
二

じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
七
年

年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者

四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の

の
子
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を

子
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取

取
得
し
た
者
と
み
な
す
。

得
し
た
者
と
み
な
す
。

一

令
和
十
二
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
日
本
の
国

一

令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
日
本
の
国
籍

籍
を
有
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族

を
有
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関

関
係
が
終
了
し
て
い
る
と
き
。

係
が
終
了
し
て
い
る
と
き
。

二

（
略
）

二

配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

第
二
条
の
二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の

第
二
条
の
二

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日
に
当
該
死

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡

亡
し
た
者
の
子
が
な
か
つ
た
と
き
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い

し
た
者
の
子
が
な
か
つ
た
と
き
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い
て

て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死

日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死
亡

亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
遺
族
援

し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
遺
族
援
護

護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、
孫
若
し
く
は
祖
父
母
又
は
遺

法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、
孫
若
し
く
は
祖
父
母
又
は
遺
族

族
援
護
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
兄
弟
姉
妹
（
死
亡
し
た

援
護
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
兄
弟
姉
妹
（
死
亡
し
た
者

者
の
死
亡
の
当
時
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に

の
死
亡
の
当
時
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お

お
い
て
次
の
各
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

い
て
次
の
各
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

、
兄
弟
姉
妹
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

兄
弟
姉
妹
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

一
～
四

（
略
）

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
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二

離
縁
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
て
い
る
者

三

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
縁
組
し
た
こ
と
に
よ
り
遺
族
以
外
の
者

の
養
子
と
な
つ
て
い
る
者

四

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
以
後
遺
族
以
外
の
者
と
婚
姻
（
氏
を
改
め
な

い
法
律
上
の
婚
姻
を
除
く
。
）
し
、
当
該
婚
姻
の
解
消
若
し
く
は
取
消
し

を
し
て
い
な
い
か
、
又
は
当
該
婚
姻
の
解
消
若
し
く
は
取
消
し
を
し
た
後

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
称
し
て
い
た
氏
に
復
し
て
い
な
い
者

２

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

２

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
な

に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
な
か

か
つ
た
場
合
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有

つ
た
場
合
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し

し
て
い
な
か
つ
た
場
合
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関

て
い
な
か
つ
た
場
合
又
は
離
縁
に
よ
つ
て
当
該
死
亡
し
た
者
と
の
親
族
関
係

係
が
終
了
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、

が
終
了
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
同

同
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が

日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が
な

な
か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、

か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
母
、
孫

孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
、
同
日
に
お
い
て
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号

、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
、
同
日
に
お
い
て
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
の
順

該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
の
順
序

序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
。

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

３

弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
が
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
な

に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
当
該
死
亡
し
た
者
の
子
が
な
か

か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の

の
遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条

遺
族
と
み
な
さ
れ
る
者
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
五
条
第

第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以

一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外

外
の
三
親
等
内
の
親
族
（
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
ま
で
引
き
続
く
一
年
以

の
三
親
等
内
の
親
族
（
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
日
ま
で
引
き
続
く
一
年
以
上

上
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
共
に
し
て
い

そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
共
に
し
て
い
た

た
者
（
死
亡
し
た
者
の
遺
族
援
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軍
人
軍
属

者
（
死
亡
し
た
者
の
遺
族
援
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軍
人
軍
属
た

た
る
こ
と
に
よ
る
勤
務
が
な
く
、
又
は
そ
の
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

る
こ
と
に
よ
る
勤
務
が
な
く
、
又
は
そ
の
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
準

準
軍
属
と
な
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
こ
の
条
件
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
認

軍
属
と
な
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
こ
の
条
件
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
認
め

め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お
い
て
第
一
項
第
一
号

ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
で
、
同
日
に
お
い
て
第
一
項
第
一
号
又

又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行

は
第
二
号
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
の
う
ち
、
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
つ

つ
た
者
、
そ
の
他
の
者
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み

た
者
、
そ
の
他
の
者
の
順
序
に
よ
る
先
順
位
者
を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な

な
す
。

す
。
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第
二
条
の
三

戦
没
者
等
の
遺
族
が
令
和
十
二
年
四
月
一
日
に
お
い
て
生
死
不

第
二
条
の
三

戦
没
者
等
の
遺
族
が
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
生
死
不
明

明
で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
以
後
引
き
続
き
二
年
以
上
生
死
不
明
の
場
合
に
お

で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
以
後
引
き
続
き
二
年
以
上
生
死
不
明
の
場
合
に
お
い

い
て
、
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
死
亡
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
戦
没
者
等

て
、
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
死
亡
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
戦
没
者
等
の

の
遺
族
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者

遺
族
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者
を

を
戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

戦
没
者
等
の
遺
族
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
戦
没
者
等
の
遺
族
と
な
る
べ
き
者
が
生
死
不
明
で
あ

る
場
合
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

（
特
別
弔
慰
金
の
支
給
）

（
特
別
弔
慰
金
の
支
給
）

第
三
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
は
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
死

第
三
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
は
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
死

亡
し
た
者
の
死
亡
に
関
し
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
戦
没

亡
し
た
者
の
死
亡
に
関
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
戦
没
者

者
等
の
遺
族
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
五
条
第

等
の
遺
族
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
五
条
第
一

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
扶
助
料
、
遺
族
援
護
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
扶
助
料
、
遺
族
援
護
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号

号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
援
護
法
に
よ
る

又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
援
護
法
に
よ
る
遺

遺
族
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
権

族
年
金
又
は
遺
族
給
与
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
権
利

利
を
有
す
る
場
合
又
は
他
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、

を
有
す
る
場
合
又
は
他
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、
こ

こ
の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。
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○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
関
係
）

提
供
を
受
け
る
通
知
都

提
供
を
受
け
る
通
知
都

道
府
県
又
は
附
票
通
知

道
府
県
又
は
附
票
通
知

都
道
府
県
の
区
域
内
の

都
道
府
県
の
区
域
内
の

市
町
村
の
市
町
村
長
そ

事

務

市
町
村
の
市
町
村
長
そ

事

務

の
他
の
執
行
機
関

の
他
の
執
行
機
関

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
の
三
十
四

市
町
村

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

五
の
三
十
四

市
町
村

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

長

法
に
よ
る
同
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給

長

法
に
よ
る
同
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
六
条
の
規

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
五
条
の
規

定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
こ

定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
こ

と
と
さ
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

と
と
さ
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の

務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
十
条
の
十
一
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
四
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
条
の
十
一
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
四
関
係
）

提
供
を
受
け
る
通
知
都

提
供
を
受
け
る
通
知
都

道
府
県
及
び
附
票
通
知

道
府
県
及
び
附
票
通
知

都
道
府
県
以
外
の
都
道

都
道
府
県
以
外
の
都
道

府
県
の
都
道
府
県
知
事

事

務

府
県
の
都
道
府
県
知
事

事

務

そ
の
他
の
執
行
機
関

そ
の
他
の
執
行
機
関

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七
の
二
十
一

都
道
府

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

七
の
二
十
一

都
道
府

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

県
知
事

法
に
よ
る
同
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給

県
知
事

法
に
よ
る
同
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
五
条
の
規

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
四
条
の
規

定
又
は
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

定
又
は
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
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に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た

も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の

め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
三
十
条
の
十
二
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
五
関
係
）

別
表
第
四
（
第
三
十
条
の
十
二
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
五
関
係
）

提
供
を
受
け
る
通
知
都

提
供
を
受
け
る
通
知
都

道
府
県
及
び
附
票
通
知

道
府
県
及
び
附
票
通
知

都
道
府
県
以
外
の
都
道

都
道
府
県
以
外
の
都
道

府
県
の
区
域
内
の
市
町

事

務

府
県
の
区
域
内
の
市
町

事

務

村
の
市
町
村
長
そ
の
他

村
の
市
町
村
長
そ
の
他

の
執
行
機
関

の
執
行
機
関

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
の
三
十
四

市
町
村

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

四
の
三
十
四

市
町
村

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給

長

法
に
よ
る
同
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給

長

法
に
よ
る
同
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
六
条
の
規

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
五
条
の
規

定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
こ

定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
こ

と
と
さ
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

と
と
さ
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の

務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
五
（
第
三
十
条
の
十
五
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
六
関
係
）

別
表
第
五
（
第
三
十
条
の
十
五
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
六
関
係
）

一
～
十
の
八

（
略
）

一
～
十
の
八

（
略
）

十
の
九

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
に
よ
る
同
法
第

十
の
九

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
に
よ
る
同
法
第

三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
五
条
の

三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
四
条
の

規
定
又
は
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

規
定
又
は
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め

が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の

る
も
の

十
の
十
～
三
十
四

（
略
）

十
の
十
～
三
十
四

（
略
）


